
   

 

 

 

 プレスリリース資料 （No.９４） 
平成２３年１１月２８日 

内      容 

（テーマ）     

東近江市・いなべ市「危機発生時における 

相互応援に関する協定書」の調印式 

日      時 

（ 時 期 ）      

平成２３年１２月８日（木） １５：００～ 

場      所 東近江市役所 

市長出席の有無       ○有         ・        無 

 

特 記 事 項      

 

 

 

 

 

 

 本市と滋賀県東近江市は、災害発生時や双方の市民及び滞在者の生命、

身体及び財産に重大な被害が生じるなどの緊急の事態が発生した場合に、

迅速に相互の応援体制が取れるよう、「危機発生時における相互応援に関

する協定」を締結するため、次のとおり調印式を行います。 

 

日 時 平成２３年１２月８日（木） 午後３時から 

場 所 東近江市役所 ３階応接室 

出席者 市長・副市長・議長 他 

（予定） 

本年３月１１日に発生した東日本大震災では、被災地となった岩手県大

船渡市には本市にある太平洋セメント藤原工場の同系列の大船渡工場が

あることから、主に大船渡市への支援を行っていますが、復興支援や助け

合いなどの交流が盛んに行われるようになりました。 

本市と滋賀県東近江市とは、本年３月に開通した国道４２１号の石榑ト

ンネル（いなべ市大安町石榑南～滋賀県東近江市黄和田町）により観光な

どの地域間交流が活発に行われるようになりました。 

担当課係名 

電 話 番 号      

総務部次長 

０５９４-７４-５８０５ 

記者説明の 

有  ・  無 
有（場所     日時      ）・      ○無  

 


